
 

地域日本語教育向け日本語能力判定ツール開発事業 

 受託者募集要領 
 
 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

地域日本語教育向け日本語能力判定ツール開発事業企画・運営業務 

(2) 業務内容 

別添「地域日本語教育向け日本語能力判定ツール開発事業企画・運営業務 委託要綱」

のとおり 

(3) 委託の規模 

１者につき 5,897,301円（消費税及び地方消費税を含む）以内。 

※なお、政令第 167 条の 16 第１項に規定する契約保証金の額は、契約金額の 100 分

の 10 以上の金額とする。ただし、愛知県財務規則第 129 条の３いずれかに該当する

場合は契約保証金の全部または一部を免除する。 

(4) 委託期間 

契約の日から 2027年３月 23日（火）まで 

(5) 委託費の支払条件 

精算払い。ただし、必要に応じて前金払を認める。 

２ 応募資格 

次の(1)から(10)のいずれの要件も満たしている法人又はその他団体とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者（破産

者で復権を得ない者等）でないこと。 

(2) 愛知県内に活動拠点或いは事業所を有する法人又は法人以外の団体等であること。 

(3) 特定非営利活動法人にあっては、特定非営利活動促進法に基づく各種提出書類を適法

に所管庁に提出していること。 

(4) 定款・規約等及び役員等名簿を整備していること。 

(5) 現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。 

(6) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(7) 愛知県から、製造の請負、物件の買い入れその他の契約に係る資格停止措置を企画提

案書受付期間に受けていないこと。また、資格停止措置に準ずる行為を行っていない

こと。 

(8) 「愛知県知事が行う事務及び事業から暴力団排除に関する合意書」（平成 24年６月 29

日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

(9) 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制

の下にある団体や個人でないこと。 

(10) 日本語教育に関連する業務実績を有すること。 



３ 選考方法 

(1) 審査 

ア 別に設置する「地域日本語教育向け日本語能力判定ツール開発事業 受託者選定委

員会」（以下「選定委員会」という。）において、期限までに提出された企画提案書

について、書面審査により５件を選定した後、プレゼンテーションによる審査を行

い、最優秀企画案を１件選定する。 

イ 審査結果は、確定後、速やかに企画提案者全員に文書で通知する。 

ウ  本審査で選定された提案者を受託候補者とし、愛知県と受託候補者両者により委託

内容を協議の上、合意に至った場合に契約を締結する。 

なお、協議が不調に終わった場合は、次点の者と協議を行う。 

また、期待する内容の提案がない場合には、全者不採用とする場合もある。 

エ プレゼンテーション当日の資料は、企画提案書とし、追加資料は認めない。また、

プロジェクター等の機器は使用しない。 

なお、出席者は企画提案書記載の担当者を含む最大３名までとする。 

オ プレゼンテーションは１者約 20 分（説明 10 分、質疑 10 分）を想定し、順次個別

に行う。なお、プレゼンテーション時間は変更される場合もある。 

カ 審査の会場、日時等の詳細は後日連絡する。 

(2) 審査基準 

選定委員会において、以下の項目等を基に総合的な評価・審査を行う。  

ア 実施主体について  

(ｱ) 事業を円滑に遂行できる体制となっているか（総括責任者や業務担当者にふさ

わしい経歴や実績をもつ者を配置しているか、適正な実施体制・人員数となって

いるか等）。 

(ｲ) 本業務と関連する日本語教育等の履歴・実績があり、成果を上げているか。 

イ 事業内容について 

(ｱ) 日本語能力判定ツール調査・開発ワーキンググループの設置・開催について 

・委託要綱を踏まえた提案内容となっているか。 

・会議の委員が具体的に示されており、妥当かつ効果的なものであるか。 

・会議の開催に関する事項（スケジュール、開催場所等）、検討する項目、検討方

法が具体的に示されており、妥当かつ効果的なものであるか。 

(ｲ) 地域日本語教育向け日本語能力判定ツールの作成について 

・提案内容が「日本語教育の参照枠」及び「生活 Can-do」に関する議論や愛知県

の地域における初期日本語教育等の取組を踏まえたものになっているか。 

・判定ツールの作成に関する事項（スケジュール、検討内容）が具体的に示され

ており、妥当且つ効果的なものであるか。 

ウ  経費見積書について 

見積項目が具体的に示され、経費は業務量、内容に見合った適正かつ妥当なもの

となっているか。 

  

 



(3) その他 

審査の内容、結果についての問い合わせには一切応じないものとする。また、異議申

立ても一切認めないものとする。 

４ 企画提案 

１団体につき１件の企画提案に限る。 

(1) 提出書類 

別紙「企画提案書 作成要領」に基づき、以下の書類を作成・提出すること。併せて、

定款・規約等、役員等名簿及び前年度の決算書を各１部提出すること。 

ア 様 式 １：提案応募書 

イ 様 式 ２：業務実施体制 

ウ 様 式 ３：実績報告書 

エ 様 式 ４：社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 

オ 様 式 ５：事業実施提案書 

カ 任意様式：支出計画書（経費見積書） 

(2) 提出期限 

2026年５月 18日（月）午後５時まで（必着） 

(3) 提出場所 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県県民文化局県民生活部社会活動推進課多文化共生推進室 

TEL：052-954-6102（ダイヤルイン） 

(4) 提出方法 

上記(3)の提出場所に持参、郵送（書留郵便に限る）又は宅配便により提出すること。

その他の方法（FAX、Ｅメール等）による提出は不可とする。 

(5) 提出部数 

９部（正本１部、副本８部） 

※ 提案応募書（様式１）は正本のみに添付すること。 

(6) 応募に関する問合せ先 

本業務に関し質問等がある場合には、Ｅメールで、2026 年４月 24 日（金）午後５時

まで受け付ける。質問等への回答は社会活動推進課 多文化共生推進室の Webページ（ト

ップページ）に掲載する。 

Ｅメールアドレス：tabunka@pref.aichi.lg.jp 

（Ｅメールの件名を「日本語能力判定ツール開発事業に関する質問」とすること。） 

５ 注意事項 

(1) 企画提案書類作成・提出に要する経費は、提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書類は返却しない。 

(3) 要求した内容以外の書類、図面等については受理しない。 

(4) 提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めない。提出後に企画提案の応募を

取り下げる場合は、速やかに社会活動推進課 多文化共生推進室まで連絡するとともに



文書で愛知県知事に通知すること。 

(5) 受託後の企画提案書に記載された実施体制（統括責任者、業務担当者）の変更は原則

として認めない。 

６ 説明会の開催 

前述の応募希望者は、事前に本企画提案への前記２の応募資格を十分確認するとともに、

下記の説明会に原則出席すること。 

(1) 日  時：2026年４月 23日（木）午前 10時から 

(2) 場  所：オンライン（Microsoft Teams） 

(3) 参加申込：2026年４月 22日（水）午前 10時までに、Ｅメールで、件名を「日本語

能力判定ツール開発事業 説明会の参加申込み」として、団体名・連絡

先・参加人数を明記の上、多文化共生推進室宛て（前記４(6)参照）に送

信すること。  



企画提案書 作成要領 

 

企画提案書は、下記１から７までのとおり作成すること 

 

１ 総則 

(1) 企画提案書の用紙サイズは、原則Ａ４判縦方向・横書き・左綴じとする。 

(2) 印刷については、カラー、白黒を問わない。 

(3) ページ数は必要最小限とすること。また、指定されていない資料（表紙やカバーを

含む）は添付しないこと。 

(4) 書類の作成は、原則「印字」(パソコン等で作成)とする。 

(5) 作成にあたっては、下記の留意事項のほか、各様式の注意書きを参照すること。 

２ 提案応募書（様式１） 

応募資格チェックリストを記入すること（応募資格の全ての要件を満たしていること）。 

３ 業務実施体制（様式２） 

本業務を実施するにあたっての実施体制及び関連する実績などを記入すること。 

４ 実績報告書（様式３） 

  本業務に関連する実績などを記入すること。 

５ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４） 

  様式４裏面の記入要領を参照の上、表面のチェックリスト等を記入し、必要な添付書類

を提出すること。 

６ 事業実施提案書（様式５） 

本業務の具体的な企画、スケジュールなどを記入すること。 

７ 支出計画書（経費見積書）（任意様式） 

(1) 主な項目について経費見積を記入すること。 

(2) 見積額の根拠となる単価や数量なども記入すること。また、積算の際は、文部科学

省が提示する「補助対象となる経費の考え方」「委託内訳書」を参照すること。 

(3) 消費税及び地方消費税も計上すること（消費税の免税事業者を除く）。なお、消費税

及び地方消費税を計上可能な費目は、人件費、諸謝金、保険料等の不（非）課税取

引に係る経費とする。 

(4)  一般管理費を計上する場合は、事業費全体の 10％以内とすること。 

 

別紙 


